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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年６月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年６月１１日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道増毛
ま し け

町増毛港西北西方沖 

 増毛港北防波堤灯台から真方位２９５°１８.８海里付近 

 （概位 北緯４３°５９.５０′ 東経１４１°０８.５０′） 

インシデント調査の経過  平成２７年２月２３日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第２１大恵
たいえい

丸、１９トン 

 ＨＫ２－２０５６０（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.２２ｍ（Lr）×４.４４ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６６９kＷ、昭和５８年１１月２１日 

 第２００－２５４５９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５５年３月１２日 

  免許証交付日 平成２４年２月１７日 

         （平成３０年１月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、増毛港西北西方沖で操業中、平

成２６年６月１１日０７時３０分ごろ、主機が異音を発し、オイルミ

スト管から白煙が出始めるとともに、潤滑油圧力低下警報を発したの

で、船長が主機を停止して運転を断念し、僚船にえい
．．

航されて増毛港

に帰った。 

 主機は、機関修理業者が開放点検したところ、冷却清水量及び潤滑

油量はいずれも正常範囲内にあったものの、潤滑油の冷却器及びこし

器フィルタが金属粉で閉塞しており、クランク軸、主軸受及び全シリ

ンダライナが焼損し、１、２及び４番クランクピン軸受、１番ピスト

ン等が焼き付いていることが判明した。 

 主機は、費用及び操業時期を考慮し、修理を行わず、換装された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 
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 海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 その他の事項  本船は、主機を平成１４年２月ごろ換装しており、月平均１５回程

度の日帰り操業を行い、主機の運転時間が年間平均約３,０００時間

であったものの、通常約５,０００時間で行われるピストン抜出し整

備が、主機が換装されてから実施されていなかった。 

 主機の潤滑油系統は、油受内の潤滑油が、直結潤滑油ポンプで吸引

加圧され、潤滑油こし器、潤滑油冷却器を経て、潤滑油主管から各主

軸受に流れ込み、クランク軸の工作穴から各シリンダのクランクピン

軸受、連接棒を経由し、ピストンピンの潤滑及びピストンの冷却を行

った後、油受に戻って循環するようになっていた。 

 主機は、甲板員が、毎月潤滑油を約５ℓ補給していたほか、約５０

０時間（約２か月）ごとに同油の全量（約１００ℓ）を交換していた

が、潤滑油こし器のフィルタ交換が併せて実施されていないことがあ

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、増毛港西北西方沖で主機を運転して操業中、主機潤滑油の

全量交換に併せて同潤滑油こし器のフィルタが交換されていなかった

ことから、同フィルタが閉塞して系統内を循環する潤滑油量が減少

し、各部の軸受の潤滑及びピストンの冷却が阻害されて焼き付き、主

機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、増毛港西北西方沖で主機を運転して操

業中、主機潤滑油の全量交換に併せて同潤滑油こし器のフィルタが交

換されていなかったため、同フィルタが閉塞して系統内を循環する潤

滑油量が減少し、各部の軸受の潤滑及びピストンの冷却が阻害されて

焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・主機は、機関取扱説明書に従って潤滑油の全量交換及び潤滑油こ

し器のフィルタの交換を実施し、併せて油受内の掃除を行うこと

が望ましい。 

 


